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船附こども園では、平日実施している園庭開放以外に、土曜共同保育実施日に限り、園庭を開放します。詳細は

次のとおりです。

■対 象 未就学児（保護者同伴に限る）

■開放時間 10時～16時（土曜共同保育実施日のみ）

■そ の 他

・インターホンで職員に声を掛けてご利用ください。

・施設内は飲食禁止・禁煙です。（体調管理のための水分補給は除く）

・けがの対応は保護者でお願いします。（流水で洗う、応急ばんそうこうを貼るなど）

・ゴミは、必ず持ち帰ってください。

園庭開放中は通常保育を実施していますので、利用される皆さんにとって、安全で有意義な時間になるよう、

ご協力ください。

問子ども課 �32―5078

船附こども園 土曜日園庭開放について

公共下水道事業の地方公営企業法適用について

問水道課 �32―5082

町の公共下水道事業は４月１日から、これまでの「官公庁会計」から、地方公営企業法を適用した「企業会計

（複式簿記）」へ移行しました。

なお、同法の適用は主に会計方法の変更であり、下水道使用料などの納付方法などについてはこれまでと変

更はありません。

地方公営企業法の適用による効果

・経営状況の明確化

貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成することで、財政状況や経営状況を分かりやすく示すこと

ができます。

・適正な財産管理

減価償却の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握することができます。


